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報告第 １ 号 

 

   損害賠償額の決定及び和解について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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議     案 
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議案第 １ 号 

 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 

次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める

。  

 

記  

 

 住  所   

 氏  名  遠 藤 信 利  

 生年月日   

 

住  所   

 氏  名  村 上 文 男  

 生年月日   

 

 住  所   

 氏     名  阿 部 明 子  

 生年月日   

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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議案第 ２ 号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

 

次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。  

 

記  

 

住  所   

氏  名  岡 千 惠 子  

生年月日   

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一 
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議案第 ３ 号 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。  

 

令和７年度白石市一般会計補正予算（専決第１４号）  

（令和７年１２月２５日専決）  

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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議案第 ４ 号 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。  

 

令和７年度白石市一般会計補正予算（専決第１号）  

（令和８年１月１９日専決）  

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一 

  

-8-



議案第 ５ 号 

 

（仮称）道の駅しろいし整備事業に関する事業契約の変更について 

 

令和６年９月２７日に議決された第４６９回白石市議会定例会議案第７３

号（仮称）道の駅しろいし整備事業契約の締結についてを次のとおり変更す

ることについて、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条並びに地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年白石市条例第９号）第２条の

規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

契約の金額中「５９億９，０５９万６，０００円」を「６４億１，２４４

万６，０００円」に改める。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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議案第 ７ 号 

 

旧白石市いきいきプラザ解体工事請負契約の締結について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年白石

市条例第９号）第２条の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  令和７年度 旧白石市いきいきプラザ解体工事 

２ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  １億６，６１０万円 

４ 契約の相手方  白石市字白石沖９番地１ 

仙周工業株式会社 

代表取締役 佐藤 周司 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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議案第 ８ 号 

 

白石市学校給食センター整備運営配送事業に係る契約の変更について 

 

平成２７年２月１７日に議決された第４１４回白石市議会定例会第２号議

案白石市学校給食センター整備運営配送事業に係る契約の変更についてを次

のとおり変更することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年白石市条例第９号）第２条の規定により議会の議

決を求める。 

 

記 

 

契約の金額中「２８億７８８万１，６００円」を「２８億３，５７７万１

，６００円」に改める。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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議案第 ９ 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年白石市条例第９号）第３条の規定によ

り議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 取 得 物 件  白石消防署建設用地 

所在：白石市大平中目字中田３１番１、３３番９、 

   ４０番２、４１番３、６５番２、６６番１、 

６６番３、６９番、７１番１、７２番、７３番 

白石市大平中目字南田１番１ 

地目：雑種地 

           地積：６，６８８㎡ 

２ 取 得 の 方 法   随意契約 

３ 取得予定価格  １億１，０３５万２，０００円 

４ 取得の相手方  白石市大手町１番１号 

                   白石市土地開発公社 

          理事長 村上 忠則 

５ 取 得 の 目 的  白石消防署建設用地として 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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議案第１０号 

 

白石市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条

第５項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法（昭和４６年法律第７７号）第３条第１項及び第３項並びに第６条第

１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、白石

市立幼稚園の教育職員の給与その他の勤務条件に関する特別措置について

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「教育職員」とは、白石市立幼稚園の園長、主幹

教諭、主任教諭、技術主査及び教諭をいう。 

（教職調整額の支給等） 

第３条 教育職員（管理職手当の支給を受ける者を除く。以下同じ。）には

、その者の給料（白石市職員の給与に関する条例（昭和２９年白石市条例

第２２号。以下「給与条例」という。）第２条の給料をいう。以下同じ。

）の月額の１００分の４に相当する額の教職調整額を支給する。 

２ 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

３ 教育職員には、給与条例第１５条及び第１６条の規定は、適用しない。 

（教職調整額を給料とみなして適用する条例等） 

第４条 前条第１項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の

規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用については、同項の教職調整

額は、給料とみなす。 

 (１) 給与条例（第１０条の３、第２０条、第２１条及び第２７条の規定 

  に限る。） 

（２） 白石市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３５年白石市 

  条例第３２号） 

（３） 外国の地方公共団体の機関等に派遣される白石市職員の処遇等に関 

   する条例（平成１０年白石市条例第２２号） 

（４） 白石市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１５年白 

  石市条例第１８号） 

-14-



(５) 白石市職員の修学部分休業に関する条例（令和７年白石市条例第３

号） 

（教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等） 

第５条 教育職員については、正規の勤務時間（白石市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（平成７年白石市条例第１５号）第２条から第５条まで

に規定する勤務時間をいう。以下同じ。）の割振りを適正に行い、原則と

して時間外勤務（正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等（給与条例

第１６条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日を

いう。）における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。以下同じ。

）は命じないものとする。 

２ 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する

場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。 

 （１） 園児の実習に関する業務 

 （２） 幼稚園行事に関する業務 

 （３） 教職員会議に関する業務 

 （４） 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は

、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１１号 

 

白石市総合計画審議会条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市総合計画審議会条例の一部を改正する条例 

 白石市総合計画審議会条例（昭和４５年白石市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

 第９条を削り、第１０条を第９条とする。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１２号 

 

白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

白石市職員の給与に関する条例（昭和２９年白石市条例第２２号）の一部

を次のように改正する。 

 第１０条第３項中「６，５００円」の次に「（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が８級であるものにあっては、３，５００円）」を加

える。 

 第１１条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし

、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 白石市内の住宅について住居手当を受けている職員に対する前項の規定

の適用については、同項第２号中「１万１，０００円」とあるのは、「１

万６，０００円」とする。 

 第１３条第２項第１号中「第４項」を「第５項」に改め、同項第２号中「

次に掲げる職員の区分に応じ、」を削り、「それぞれの次に」を「３万８，

７００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で」に

改め、同号ただし書及びアからケまでを削り、同条第３項中「次項」を「第

５項」に改め、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項中「自動車等」の

次に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項を同条第

７項とし、同条第５項中「月」の次に「（当該月に通勤手当を支給すること

が困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月）」を加え、同

項を同条第６項とし、同条第４項中「及び」を「、」に、「）の」を「）及

び前項第１号に定める額の」に、「前３項」を「第２項から前項まで」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設

（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１

号及び第８項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担

することを常例とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額

は、前３項の規定かかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

  (１) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超

えない範囲内で１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則
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で定める額 

 (２) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前３項の規定による額  

第１５条、第１６条及び第１７条中「第１８条の２」を「第１８条」に改

める。 

 第１８条中「に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じその額を１週間当たりの勤

務時間に５２を乗じたもので除して得た額とする。」を「から第１７条まで

に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域

手当並びに特殊勤務手当（月額で定められているものに限る。）の月額の合

計額に１２を乗じその額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから

規則に定める時間を減じたもので除して得た額とする。」に改める。 

 第１８条の２を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （委任） 

２ この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

-20-



議案第１３号 

 

白石市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

白石市職員等の旅費に関する条例（昭和４３年白石市条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

 目次を次のように改める。 

目次 

 第１章 総則（第１条―第７条） 

 第２章 旅費の種目及び内容（第８条―第１７条） 

 第３章 雑則（第１８条―第２６条） 

 附則  

第２条第１項第４号中「職員については」を「場合又は任命権者若しくは 

その委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）が認める場合には」

に、「又は居所）」を「、居所その他旅行命令権者が認める場所）」に改め

、同項に次の１号を加え、同条第２項を削る。 

 (６) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号  

）第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定め 

る者（以下この号において「旅行業者等」という。）であって，市と旅 

行役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則 

で定めるものを旅行者に提供することを約し，かつ，市が当該旅行業者 

等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契 

約をいう。次条第８項において同じ。）を締結したものをいう。 

第３条第６項中「その出発前に」を「、」に、「を取り消され」を「の変 

更（取消しを含む。同項及び同条第４項並びに第５条において同じ。）を受

け」に、「場合において」を「場合その他規則で定める場合には」に改め、

「があるときは、当該金額」を削り、「損失となった」を「損失となる金額

又は支出を要する」に改め、同条第７項中「できる者が」を「できる者が、

」に、「交通機関の事故に」を「天災その他規則で定める事情に」改め、同

条に次の１項を加える。 

８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において、市 

が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるとき 

は、これらの項に規定する者に対する旅費に代えて、当該旅行役務提供者 
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に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

 第４条第１項中「任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行 

う者（以下「旅行命令権者」という。）」を「当該各号に掲げる区分により

、旅行命令権者」に改め、同条第３項中「を変更（取消しを含む。以下同じ

。）する」を「の変更をする」に、「第５条第１項」を「次条第１項」に、

「これを変更」を「その変更を」に改め、同条第４項及び第５項を次のよう

に改める。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命

令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行命令簿」という。）に当該旅行に関する

事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければ

ならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項を記載又は記録をするいとま

がない場合にはこの限りではない。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場

合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は

記録をしなければならない。 

第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」を「この 

条」に改める。 

 第６条を削る。 

 第７条中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのものと

して次章に定める種目及び内容に基づき」を加え、同条を第６条とする。 

第８条を第７条とし、同条を次のように改める。 

 （旅費の請求手続） 

第７条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者

及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするも

の並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、

所定の請求書（当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。第５項において同じ。）を含む。以下この条において同じ。）

に必要な資料を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出又は支払
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をする者（以下「支出命令者等」という。）に提出しなければならない。

この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、そ

の請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかっ

たため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった

部分の支給又は支払を受けることができない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定

の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければ

ならない。 

３ 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には

、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 

４ 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を

受けた旅行者が第２項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又

は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命

令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の

額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引か

なければならない。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的

方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。）をもって

提出することができる。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたと

きは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記

録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。 

７ 第１項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項

及び様式、第２項及び第３項に規定する期間並びに第４項に規定する給与

の種類その他の必要な事項は、規則で定める。 

第７条の次に次の条を加える。 

   第２章 旅費の種目及び内容 

第８条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、

包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容につい
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ては、この章の定めるところによる。 

 第９条から第２６条までを次のように改める。 

（鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第 

１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第 

７６号）第１条第１項に規定する軌道並びに外国におけるこれらに相当す 

るものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は 

、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げ 

る運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするもの 

に限る。）の額の合計額とする。  

(１) 運賃 

 (２) 急行料金 

 (３) 寝台料金 

 (４) 座席指定料金  

 (５) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の 

等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であ 

って運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級（等級が３ 

以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級）

の運賃の額とする。 

（船賃） 

第１０条 船賃は船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第 

２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものを 

いう。次項及び第１２条において同じ。）を利用する移動に要する費用と 

し、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、 

第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必 

要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

 (１) 運賃 

 (２) 寝台料金 

 (３) 座席指定料金 
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 (４) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の 

等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であ 

って運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級（等級が３ 

以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級） 

の運賃の額とする。 

（航空賃） 

第１１条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条 

第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれ 

に相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同 

じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第 

２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払う 

ものであって、公務のために特に必要とするものに限る。）の額の合計額 

とする。 

 (１) 運賃 

 (２) 座席指定料金 

 (３) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機 

により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に 

掲げる場合は、当該各号に定める額とする。 

 (１) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が３以上に区分された航空機 

により移動する場合には、最上級の直近下位の級の運賃の額 

 (２) 外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として規則で 

定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額 

（その他の交通費） 

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に 

要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲 

げる費用は、公務のために特に必要とするものに限る。）の額の合計額と

する。 

 (１) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる 
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一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運航する自動車によ

り乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車（外国にお

けるこれに相当するものを含む。）を利用する移動に要する運賃 

  (２) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の 

用に供する自動車（外国におけるこれに相当するものを含む。）その他 

の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用す 

る移動に要する運賃 

 (３) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１ 

項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車（外国における 

これに相当するものを含む。）の賃料その他の移動に直接要する費用（ 

次号に掲げる費用を除く。） 

 (４) 自家用自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条 

第１項第９号に規定する自動車、同項第１０号に規定する原動機付自転 

車又は同項第１１号に規定する軽車両であって、自己の用に供するもの 

をいう。）を利用する移動に要する費用 

 (５) 前４号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第４号に掲げる費用の額は、路程１キロメートルにつき３７円とし 

、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に１キロ 

メートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。 

（宿泊費） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務 

員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号。以下「財務省令」と 

いう。）別表第２第１号の表又は第２号の表の上欄に掲げる区分に応じ、 

これらの表の職務の級が１０級以下の者の欄に掲げる額とする。ただし、 

当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合の宿泊費の 

額は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

（包括宿泊費） 

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われ 

る費用とし、その額は、当該移動に係る第９条から第１２条までの規定に 

よる交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊基準額の合計額とする。 
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（宿泊手当） 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用 

とし、その額は、財務省令別表第３に規定する１夜当たりの定額とする。   

（渡航雑費） 

第１６条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に 

係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出 

国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。           

（死亡手当） 

第１７条 死亡手当は、職員の外国における死亡（第３条第２項第４号に規 

定する場合に限る。）に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、 

通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。 

第３章 雑則 

 （退職者等の旅費） 

第１８条 第３条第２項第１号又は第３号の規定により支給する旅費は、退 

職等の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行について、出 

張の例に準じて規則で定めるものとする。 

２ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に 

規定する期間を延長することができる。 

 （遺族の旅費） 

第１９条 第３条第２項第２号又は第４号の規定により支給する旅費（死亡 

手当に係るものを除く。）は、出張の例に準じて規則で定めるものとする 

。 

 （証人等の旅費） 

第２０条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費は、他の条例 

に特別の定めがある場合のほか、任命権者が市長に協議して定めるものと 

する。 

（旅費の支給額の上限） 

第２１条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（第１２条第１項第４ 

号に掲げる費用を除く。）に係る旅費の支給額は第９条第１項各号、第１ 

０条第１項各号、第１１条第１項各号及び第１２条第１項第１号から第３ 
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号までに掲げる各費用について、当該各条及び第６条の規定により計算し 

た額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合 

計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目に 

ついて第６条、第１３条、第１４条及び第１６条の規定により計算した額 

と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計し 

た額とする。 

 （この条例に定めのない事項） 

第２２条 この条例に規定するもののほか、外国旅行の旅費については、国 

家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の規定の例 

により支給する。 

（旅費の調整） 

第２３条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合そ 

の他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定によ 

る旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要と 

しない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えること 

となる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことがで 

きる。 

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが 

当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合 

には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。 

（旅費の特例） 

第２４条 任命権者は、職員について、労働基準法（昭和２２年法律第４９ 

号）第１５条第３項及び第６４条の規定に該当する事由がある場合におい 

て、この条例の規定により支給する旅費が労働基準法第１５条第３項及び 

第６４条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、 

これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部 

分に相当する金額を旅費として支給するものとする。 

（旅費の返納） 

第２５条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例若しくは 
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この条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金 

額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければな 

らない。                                                

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を 

受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支 

出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅 

費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

（委任） 

第２６条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の手続 

 その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。           

第２７条から第３７条までを削る。 

別表第１及び別表第２を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例（以下「新条

例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。

）以後に新条例第２条第４号に規定する旅行命令権者が新条例第４条第１

項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第３条第５項の規定によ

り旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による

改正前の白石市職員等の旅費に関する条例（以下「旧条例」という。）第

４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した

旅行及び旧条例第３条第５項の規定により旅費の支給を決定した旅行につ

いては、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第４条第１項に

規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日

以後に新条例第２条第４号に規定する旅行命令権者が新条例第４条第３項

の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は

、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、
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当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前

の例による。 

３ 新条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死

亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した

場合については、なお従前の例による。 

４ 新条例第３条第６項及び第７項の規定は、これらの項に規定する者が同

条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けるこ

とができる場合について適用し、旧条例第３条第１項、第２項、第４項及

び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、

なお従前の例による。 

５ 新条例第２５条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反し

て旅費の支給を受けた場合について適用する。 

６ 附則第２項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し

必要な経過措置は、規則で定める。 

 （選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

７ 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４３年白石市条例第２ 

１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「。以下「旅費条例」という。」を削り、同条第３項を削 

る。 
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議案第１４号 

 

白石市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 白石市道路占用料条例（昭和４７年白石市条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表中「 

 占用物件 単位 占用料 

（単位 円） 

法第３２ 

条第１項 

第１号に 

掲げる工 

作物 

第１種電柱 １本につき１年 ４３０ 

第２種電柱 ６７０ 

第３種電柱 ９００ 

第１種電話柱 ３９０ 

第２種電話柱 ６２０ 

第３種電話柱 ８５０ 

その他の柱類 ３９ 

 共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メートルに

つき１年 

４ 

 地下に設ける電線そ

の他の線類 

２ 

 路上に設ける変圧器 １個につき１年 ３８０ 

 地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

２３０ 

 変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所 

１個につき１年 ７８０ 

 郵便差出箱及び信書

便差出箱 

３３０ 

 広告塔 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

５９０ 

 

 

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

７８０ 
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法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

 

 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メートルに

つき１年 

１６ 

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

２３ 

外径が０．１メート 

ル以上０．１５メー 

トル未満のもの 

３５ 

外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

４７ 

外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

７０ 

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

９３ 

外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

１６０ 

外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

２３０ 

外径が１メートル以

上のもの 

４７０ 

法第３２条第１項第３号及び第４

号に掲げる施設 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

７８０ 

法第３２

条第１項 

地下街及

び地下室 

階数が１

のもの 

Ａに０．００４

を乗じて得た額 
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第５号に

掲げる施 

設 

階数が２

のもの 

Ａに０．００６

を乗じて得た額 

階数が３

以上のも

の 

Ａに０．００７

を乗じて得た額 

上空に設ける通路 ２９０ 

地下に設ける通路 １８０ 

その他のもの ７８０ 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１日 

６ 

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

５９ 

道路法施

行令（昭

和２７年

政令第４

７９号。

以下「令

」という

。）第７

条第１号

に掲げる

物件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的に

設けるも

の 

表示面積１平方メ

ートルにつき１月 

５９ 

その他の

もの 

表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

５９０ 

標識 １本につき１年 ６２０ 

旗ざお 祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

１本につき１日 ６ 

その他の

もの 

１本につき１月 ５９ 

幕（令第

７条第４

祭礼、縁

日その他

その面積１平方メ

ートルにつき１日 

６ 
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号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

その他の

もの 

その面積１平方メ

ートルにつき１月 

５９ 

アーチ 車道を横 

断するも

の 

１基につき１月 ５９０ 

その他の

もの 

２９０ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

７８０ 

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施

設及び同条第５号に掲げる工事用

材料 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

５９ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築

物及び同条第７号に掲げる施設 

７８ 

令第７条

第８号に

掲げる施

設 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下（

当該路面下の地下を

除く。）に設けるも

の 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

Ａに０．０１７

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０１７

を乗じて得た額 

地下（ト

ンネルの

上の地下

階数が１

のもの 

Ａに０．００４

を乗じて得た額 

階数が２ Ａに０．００６
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を除く。

）に設け

るもの 

のもの を乗じて得た額 

階数が３

以上のも

の 

Ａに０．００７

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０２５

を乗じて得た額 

令第７条 

第９号に 

掲げる施 

設 

建築物 Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

令第７条

第１０号

に掲げる

施設及び

自動車駐

車場 

建築物 Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

令第７条

第１１号

に掲げる

応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に

設けるもの 

Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２５

を乗じて得た額 

令第７条

第１３号

に掲げる

施設 

トンネルの上又は自

動車専用道路（高架

のものに限る。）の

路面下に設けるもの 

Ａに０．０２２ 

を乗じて得た額 
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上空に設けるもの Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

」を「 

占用物件 単位 占用料 

（単位 円） 

法第３２ 

条第１項 

第１号に 

掲げる工 

作物 

第１種電柱 １本につき１年 ５３０ 

第２種電柱 ８１０ 

第３種電柱 １，１００ 

第１種電話柱 ４７０ 

第２種電話柱 ７５０ 

第３種電話柱 １，０００ 

その他の柱類 ４７ 

 共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メートルに

つき１年 

５ 

 地下に設ける電線そ

の他の線類 

３ 

 路上に設ける変圧器 １個につき１年 ４６０ 

 地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

２８０ 

 変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所 

１個につき１年 ９４０ 

 郵便差出箱及び信書

便差出箱 

３９０ 

 広告塔 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

５８０ 

 その他のもの 占用面積１平方メ ９４０ 
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 ートルにつき１年 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

 

 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メートルに

つき１年 

２０ 

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

２８ 

外径が０．１メート 

ル以上０．１５メー 

トル未満のもの 

４２ 

外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

５６ 

外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

８５ 

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

１１０ 

外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

２００ 

外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

２８０ 

外径が１メートル以

上のもの 

５６０ 

法第３２条第１項第３号及び第４

号に掲げる施設 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

 

９４０ 

法第３２ 地下街及 階数が１ Ａに０．００４
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条第１項 

第５号に

掲げる施 

設 

び地下室 のもの  を乗じて得た額 

階数が２

のもの 

Ａに０．００６

を乗じて得た額 

階数が３

以上のも

の 

Ａに０．００８

を乗じて得た額 

上空に設ける通路 ２９０ 

地下に設ける通路 １８０ 

その他のもの ９４０ 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１日 

６ 

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

５８ 

道路法施

行令（昭

和２７年

政令第４

７９号。

以下「令

」という

。）第７

条第１号

に掲げる

物件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的に

設けるも

の 

表示面積１平方メ

ートルにつき１月 

５８ 

その他の

もの 

表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

５８０ 

標識 １本につき１年 ７５０ 

旗ざお 祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

１本につき１日 ６ 

その他の

もの 

１本につき１月 ５８ 

幕（令第 祭礼、縁 その面積１平方メ ６ 
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７条第４

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

ートルにつき１日 

その他の

もの 

その面積１平方メ

ートルにつき１月 

５８ 

アーチ 車道を横 

断するも

の 

１基につき１月 ５８０ 

その他の

もの 

２９０ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

９４０ 

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施

設及び同条第５号に掲げる工事用

材料 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

５８ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築

物及び同条第７号に掲げる施設 

９４ 

令第７条

第８号に

掲げる施

設 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下（

当該路面下の地下を

除く。）に設けるも

の 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

Ａに０．０１８

を乗じて得た額 

上空に設けるもの  Ａに０．０１８

を乗じて得た額 

地下（ト

ンネルの

階数が１

のもの 

 Ａに０．００４

を乗じて得た額 

-41-



上の地下

を除く。

）に設け

るもの 

階数が２

のもの 

 Ａに０．００６

を乗じて得た額 

階数が３

以上のも

の 

 Ａに０．００８

を乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０２６

を乗じて得た額 

令第７条 

第９号に 

掲げる施 

設 

建築物  Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０１７

を乗じて得た額 

令第７条

第１０号

に掲げる

施設及び

自動車駐

車場 

建築物  Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０１７

を乗じて得た額 

令第７条

第１１号

に掲げる

応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に

設けるもの 

Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２６

を乗じて得た額 

令第７条

第１３号

に掲げる 

トンネルの上又は自

動車専用道路（高架

のものに限る。）の 

Ａに０．０２４

を乗じて得た額 
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施設 路面下に設けるもの  

上空に設けるもの 

 

Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

」に改める。 

   附 則 

 （施行期日）    

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市道路占用料条例の規定は、この条例の施

行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前までに徴収すべき

占用料については、なお従前の例による。 
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議案第１５号 

 

白石市公共物管理条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市公共物管理条例の一部を改正する条例 

 白石市公共物管理条例（昭和４７年白石市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表中「 

形態又は種類  単位  使用料  

（単位 円）  

柱類  第１種電柱  １本につき１年  

 

４３０  

第２種電柱  ６７０  

第３種電柱  ９００  

第１種電話柱  ３９０  

第２種電話柱  ６２０  

第３種電話柱  ８５０  

その他の柱類  ３９  

共架電線その他上空に設ける線類  長さ１メートル

につき１年 

４  

地下に設ける電線その他の線類  ２  

地上に設ける変圧器  １個につき１年 ３８０  

地下に設ける変圧器  使用面積１平方

メートルにつき

１年 

２３０  

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所  

１個につき１年  ７８０  

郵便差出箱及び信書便差出箱  ３３０  

広告塔及び広告板  表示面積１平方 ５９０  

 メートルにつき

１年 

 

地下

埋設

管類 

外径が０．０７メートル未満

のもの  

長さ１メートル

につき１年 

１６  

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの  

２３  
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 外径が０．１メートル以上０

．１５メートル未満のもの  

 ３５  

 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの  

 ４７  

 外径が０．２メートル以上０

．３メートル未満のもの  

 ７０  

 

 

外径が０．３メートル以上０

．４メートル未満のもの  

 ９３  

 外径が０．４メートル以上０

．７メートル未満のもの  

 １６０  

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの  

 ２３０  

 外径が１メートル以上のもの   ４７０  

露店又は商品

置場等  

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの  

使用面積１平方

メートルにつき

１日 

６ 

その他のもの  使用面積１平方

メートルにつき

１月 

５９ 

看板（アーチ

であるものを

除く。）  

一時的に設けるもの  表示面積１平方

メートルにつき

１月 

５９ 

 その他のもの  表示面積１平方 ５９０ 

  メートルにつき

１年 

 

標識  １本につき１年 ６２０ 

旗ざお  祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの  

１本につき１日 ６ 
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 その他のもの  １本につき１月 ５９ 

幕（工事用施

設であるもの

を除く。）  

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの  

その面積１平方

メートルにつき

１日 

６ 

 その他のもの  その面積１平方

メートルにつき

１月 

５９ 

アーチ  車道を横断するもの  １基につき１月 ５９０ 

 その他のもの  ２９０ 

太陽光発電設備及び風力発電設備  使用面積１平方

メートルにつき

１年 

７８０ 

工事用板囲、足場、詰所その他の工

事用施設及び材料置場  

使用面積１平方

メートルにつき

１月 

５９ 

通路橋  使用面積１平方

メートルにつき

１年 

１７０ 

通路  １００ 

その他の土地使用  土地評価額の

４パーセント 

土砂等の採取  土砂  採取量１立方メ

ートルにつき 

１５０ 

砂  １７０ 

 切込砂利   １８０ 

 砂利（径８センチメ   ２００ 

 ートル未満のもの）    

 栗石（径８センチメ

ートル以上１５セン

チメートル未満のも

の）  

 ２００ 
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 玉石（径１５センチ

メートル以上６０セ  

ンチメートル未満の

もの）  

 ２３０ 

 転石（径６０センチ

メートル以上のもの

）  

採取数量１個に

つき 

３７０ 

」を「 

形態又は種類  単位  使用料  

（単位 円）  

柱類  第１種電柱  １本につき１年  

 

５３０  

第２種電柱  ８１０  

第３種電柱  １，１００  

第１種電話柱  ４７０  

第２種電話柱  ７５０  

第３種電話柱  １，０００  

その他の柱類  ４７  

共架電線その他上空に設ける線類  長さ１メートル

につき１年 

５  

地下に設ける電線その他の線類  ３  

地上に設ける変圧器  １個につき１年 ４６０  

地下に設ける変圧器  使用面積１平方

メートルにつき

１年 

２８０  

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所  

１個につき１年  ９４０  

郵便差出箱及び信書便差出箱  ３９０  

広告塔及び広告板  表示面積１平方 ５８０  

 メートルにつき

１年 
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地下

埋設

管類 

外径が０．０７メートル未満

のもの  

長さ１メートル

につき１年 

２０  

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの  

２８  

 外径が０．１メートル以上０

．１５メートル未満のもの  

 ４２  

 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの  

 ５６  

 外径が０．２メートル以上０

．３メートル未満のもの  

 ８５  

 

 

外径が０．３メートル以上０

．４メートル未満のもの  

 １１０  

 外径が０．４メートル以上０

．７メートル未満のもの  

 ２００  

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの  

 ２８０  

 外径が１メートル以上のもの   ５６０  

露店又は商品

置場等  

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの  

使用面積１平方

メートルにつき

１日 

６ 

その他のもの  使用面積１平方

メートルにつき

１月 

５８ 

看板（アーチ

であるものを

除く。）  

一時的に設けるもの  表示面積１平方

メートルにつき

１月 

５８ 

 その他のもの  表示面積１平方 ５８０ 

  メートルにつき

１年 
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標識  １本につき１年 ７５０ 

旗ざお  祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの  

１本につき１日 ６ 

 その他のもの  １本につき１月 ５８ 

幕（工事用施

設であるもの

を除く。）  

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの  

その面積１平方

メートルにつき

１日 

６ 

 その他のもの  その面積１平方

メートルにつき

１月 

５８ 

アーチ  車道を横断するもの  １基につき１月 ５８０ 

 その他のもの  ２９０ 

太陽光発電設備及び風力発電設備  使用面積１平方

メートルにつき

１年 

９４０ 

工事用板囲、足場、詰所その他の工

事用施設及び材料置場  

使用面積１平方

メートルにつき

１月 

５８ 

通路橋  使用面積１平方

メートルにつき

１年 

１７０ 

通路  １００ 

その他の土地使用  土地評価額の

４パーセント 

土砂等の採取  土砂  採取量１立方メ

ートルにつき 

１５０ 

砂  １７０ 

 切込砂利   １８０ 

 砂利（径８センチメ   ２００ 

 ートル未満のもの）    

 栗石（径８センチメ  ２００ 
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ートル以上１５セン

チメートル未満のも

の）  

 玉石（径１５センチ

メートル以上６０セ  

ンチメートル未満の

もの）  

 ２３０ 

 転石（径６０センチ

メートル以上のもの

）  

採取数量１個に

つき 

３７０ 

 」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市公共物管理条例の規定は、この条例の施

行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前までに徴収すべき

使用料については、なお従前の例による。 
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議案第１６号 

 

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 

 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和３９年白石市条例第２

４号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「 

種別  単位  使用料  

第１種電柱  １本につき

１年  

 

４３０円  

第２種電柱  ６７０円  

第３種電柱  ９００円  

第１種電話柱  ３９０円  

第２種電話柱  ６２０円  

第３種電話柱  ８５０円  

その他の柱類  ３９円  

共架電線その他上空に設ける線類  長さ１メー

トルにつき

１年 

４円  

地下に設ける電線その他の線類  ２円  

変圧塔その他これに類するもの及び公衆

電話所  

１個につき

１年  

７８０円  

郵便差出箱及び信書便差出箱  ３３０円  

地下埋設

管類（公

共性のあ

るものに

限る。） 

外径が０．０７メートル未満

のもの  

長さ１メー

トルにつき

１年  

１６円  

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの  

２３円  

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの  

 ３５円  

 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの  

 ４７円  

 外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの  

 ７０円  
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外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの  

 ９３円  

 外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの  

 １６０円  

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの  

 ２３０円  

 外径が１メートル以上のもの   ４７０円  

 」を「 

種別  単位  使用料  

第１種電柱  １本につき

１年  

 

５３０円  

第２種電柱  ８１０円  

第３種電柱  １，１００円  

第１種電話柱  ４７０円  

第２種電話柱  ７５０円  

第３種電話柱  １，０００円  

その他の柱類  ４７円  

共架電線その他上空に設ける線類  長さ１メー

トルにつき

１年 

５円  

地下に設ける電線その他の柱類  ３円  

変圧塔その他これに類するもの及び公衆

電話所  

１個につき

１年  

９４０円  

郵便差出箱及び信書便差出箱  ３９０円  

地下埋設

管類（公

共性のあ

るものに

限る。） 

外径が０．０７メートル未満

のもの  

長さ１メー

トルにつき

１年  

２０円  

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの  

２８円  

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のもの  

 ４２円  
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 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの  

 ５６円  

 外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの  

 ８５円  

 

 

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの  

 １１０円  

 外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの  

 ２００円  

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの  

 ２８０円  

 外径が１メートル以上のもの   ５６０円  

 」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の

規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同

日前までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。 
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議案第１７号 

 

白石市材木岩公園等設置条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市材木岩公園等設置条例の一部を改正する条例 

 白石市材木岩公園等設置条例（平成３年白石市条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第２第１項第１号、第２号及び第３号の表を次のように改める。 

(１) 面積を単位として利用を認める場合 

区分 単位 金額 

露店、興行等の敷地 １平方メートルにつき１日 ６円 

上空に設ける通路 １平方メートルにつき１年 ２９０円 

地下に設ける通路 １８０円 

工事用板囲、足場、詰

所その他の工事用施設

及び材料置場 

１平方メートルにつき１月 ５８円 

その他のもの １平方メートルにつき１年 ９４０円 

(２) 箇数を単位として使用を認める場合 

区分  単位  金額  

第１種電柱 １本につき１年  

 

５３０円  

第２種電柱 ８１０円  

第３種電柱 １，１００円  

第１種電話柱 ４７０円  

第２種電話柱 ７５０円  

第３種電話柱 １，０００円  

その他の柱類 ４７円  

標識 ７５０円  

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所 

１個につき１年  ９４０円  

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３９０円  

 (３) 長さを単位として使用を認める場合 

 区分  単位 金額  
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地下埋設管類 外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

２０円 

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

２８円 

 外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの 

 ４２円 

 外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

 ５６円 

 外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

 ８５円 

 

 

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

 １１０円 

 外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

 ２００円 

 外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

 ２８０円 

 外径が１メートル以

上のもの 

 ５６０円 

共架電線その他上空に設ける線類  ５円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市材木岩公園等設置条例の規定は、この条

例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日まで

に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。 
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議案第１８号 

 

白石市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市都市公園条例の一部を改正する条例 

 白石市都市公園条例（昭和４６年白石市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第２を次のように改める。 

公園施設を設け、又は都市公園を占用する場合の使用料 

１ 面積を単位として利用を認める場合 

区分 単位 金額 

露店、興行等の敷地 １平方メートルにつき１日 ６円 

上空に設ける通路 １平方メートルにつき１年 ２９０円 

地下に設ける通路 １８０円 

工事用板囲、足場、詰

所その他の工事用施設

及び材料置場 

１平方メートルにつき１月 ５８円 

その他のもの １平方メートルにつき１年 ９４０円 

 ２ 箇数を単位として使用を認める場合 

区分  単位  金額  

第１種電柱  １本につき１年  

 

５３０円  

第２種電柱  ８１０円  

第３種電柱  １，１００円  

第１種電話柱  ４７０円  

第２種電話柱  ７５０円  

第３種電話柱  １，０００円  

その他の柱類  ４７円  

標識  ７５０円  

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所  

１個につき１年  ９４０円  

郵便差出箱及び信書便差出箱  ３９０円  

 ３ 長さを単位として使用を認める場合 

 区分  単位 金額  
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地下

埋設

管類 

外径が０．０７メートル未満

のもの  

長さ１メートル

につき１年 

２０円  

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの  

２８円  

 外径が０．１メートル以上０

．１５メートル未満のもの  

 ４２円  

 外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの  

 ５６円  

 外径が０．２メートル以上０

．３メートル未満のもの  

 ８５円  

 

 

外径が０．３メートル以上０

．４メートル未満のもの  

 １１０円  

 外径が０．４メートル以上０

．７メートル未満のもの  

 ２００円  

 外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの  

 ２８０円  

 外径が１メートル以上のもの   ５６０円  

共架電線その他上空に設ける線類   ５円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の白石市都市公園条例の規定は、この条例の施行

の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収す

べき使用料については、なお従前の例による。 
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議案第１９号 

 

白石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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白石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

白石市国民健康保険税条例（昭和３０年白石市条例第１０号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第１項中「１００分の６．８」を「１００分の６．６４」に改める

。 

第５条中「２３，０００円」を「２９，０００円」に改める。 

第５条の２第１号中「２２，０００円」を「１９，０００円」に改め、同

条第２号中「１１，０００円」を「９，５００円」に改め、同条第３号中「

１６，５００円」を「１４，２５０円」に改める。 

第６条中「１００分の２．８」を「１００分の２．８４」に改める。 

第７条の２中「９，６００円」を「１２，３００円」に改める。 

第７条の３第１号中「７，０００円」を「８，１００円」に改め、同条第

２号中「３，５００円」を「４，０５０円」に改め、同条第３号中「５，２

５０円」を「６，０７５円」に改める。 

第８条中「１００分の２．０」を「１００分の２．２７」に改める。 

第９条の２中「９，４００円」を「１１，６００円」に改める。 

第９条の３中「４，８００円」を「５，８００円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「１６，１００円」を「２０，３００円」に改

め、同号イ（ア）中「１５，４００円」を「１３，３００円」に改め、同号

イ（イ）中「７，７００円」を「６，６５０円」に改め、同号イ（ウ）中「

１１，５５０円」を「９，９７５円」に改め、同号ウ中「６，７２０円」を

「８，６１０円」に改め、同号エ（ア）中「４，９００円」を「５，６７０

円」に改め、同号エ（イ）中「２，４５０円」を「２，８３５円」に改め、

同号エ（ウ）中「３，６７５円」を「４，２５２円」に改め、同号オ中「６

，５８０円」を「８，１２０円」に改め、同号カ中「３，３６０円」を「４

，０６０円」に改め、同項第２号ア中「１１，５００円」を「１４，５００

円」に改め、同号イ（ア）中「１１，０００円」を「９，５００円」に改め

、同号イ（イ）中「５，５００円」を「４，７５０円」に改め、同号イ（ウ

）中「８，２５０円」を「７，１２５円」に改め、同号ウ中「４，８００円

」を「６，１５０円」に改め、同号エ（ア）中「３，５００円」を「４，０
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５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，７５０円」を「２，０２５円」に改

め、同号エ（ウ）中「２，６２５円」を「３，０３７円」に改め、同号オ中

「４，７００円」を「５，８００円」に改め、同号カ中「２，４００円」を

「２，９００円」に改め、同項第３号ア中「４，６００円」を「５，８００

円」に改め、同号イ（ア）中「４，４００円」を「３，８００円」に改め、

同号イ（イ）中「２，２００円」を「１，９００円」に改め、同号イ（ウ）

中「３，３００円」を「２，８５０円」に改め、同号ウ中「１，９２０円」

を「２，４６０円」に改め、同号エ（ア）中「１，４００円」を「１，６２

０円」に改め、同号エ（イ）中「７００円」を「８１０円」に改め、同号エ

（ウ）中「１，０５０円」を「１，２１５円」に改め、同号オ中「１，８８

０円」を「２，３２０円」に改め、同号カ中「９６０円」を「１，１６０円

」に改め、同条第２項第１号ア中「３，４５０円」を「４，３５０円」に改

め、同号イ中「５，７５０円」を「７，２５０円」に改め、同号ウ中「９，

２００円」を「１１，６００円」に改め、同号エ中「１１，５００円」を「

１４，５００円」に改め、同項第２号ア中「１，４４０円」を「１，８４５

円」に改め、同号イ中「２，４００円」を「３，０７５円」に改め、同号ウ

中「３，８４０円」を「４，９２０円」に改め、同号エ中「４，８００円」

を「６，１５０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の白石市国民健康保険税条例の規定は、令和８年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分以前の国

民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第２０号 

 

白石市消防団員に関する条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市消防団員に関する条例の一部を改正する条例 

 白石市消防団員に関する条例（昭和２９年白石市条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

 第１２条第２項を次のように改める。 

２ 職務上特別な技能を要する団員に対し、特別報酬として技能報酬（ラッ

パ隊員たる団員に対し支給する報酬をいう。）を支給する。 

 別表第１の１の表金額の欄中「１０８，９００円」を「１４１，０００円

」に、「８４，５００円」を「１１０，０００円」に、「５１，０００円」

を「６６，０００円」に、「４１，５００円」を「５４，０００円」に、「

３７，０００円」を「４８，０００円」に、「３１，０００円」を「４０，

０００円」に「２８，０００円」を「３６，５００円」に改める。 

別表第１の２技術報酬の項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の別表第１の１及び２の規定は、令和８年度以後

の年度分の報酬から適用し、令和７年度分以前の報酬については、なお従

前の例による。 
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議案第２１号 

 

白石市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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白石市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

白石市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年白石市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「法第３３条の１０」を「法第３３条の１０第１項」に改める。 

第１７条第２項を次のように改める。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ

る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１

２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）が行

われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康

診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診

断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保

育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しな

ければならない。 

児童相談所等における乳児又は幼児（

以下「乳幼児」という。）の利用開始

前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康

診断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健康

診断、定期の健康診断又は臨時の健康

診断 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２２号 

 

白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

白石市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２７年白石市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「法第３３条の１０」を「法第３３条の１０第１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２３号 

 

白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める 

条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める

条例の一部を改正する条例 

白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

（平成２７年白石市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「第９条」を「第９条第２項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２４号 

 

白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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   白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

白石市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（令和２年白石市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２３号中「法第４３条第２項」を「法第４３条第４項」に改める

。 

第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。 

第２５条中「児童福祉法第３３条の１０」を「児童福祉法第３３条の１０

第１項（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあって

は、認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育

施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第２項において準用する認定こ

ども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。 
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議案第２５号 

 

白石市米寿祝金支給条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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白石市米寿祝金支給条例の一部を改正する条例 

白石市米寿祝金支給条例（平成２３年白石市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第１項中「１万円とし、」の次に「現金等又は」を加え、「又は記念

品」を「若しくは記念品」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２６号 

 

白石市道路線の廃止について 

 

次のとおり市道の路線を廃止することについて、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第１０条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

路線番号 路線名 起点 終点 
延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

1024 道の駅しろいし線 

白石市大平中

目字中田２番

１地先 

白石市大平中

目字西田６０

番２地先 

1,020.0 

12.5 

～ 

38.8 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  
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議案第２７号 

 

白石市道路線の認定について 

 

次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

路線番号 路線名 起点 終点 
延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

1024 道の駅しろいし線 

白石市大平中

目字中田２番

１地先 

白石市田町一

丁目１３番１

地先 

2,700.0 

10.8 

～ 

38.8 

 

 

  令和８年２月１３日 

 

                   白石市長 山 田 裕 一  

 

 

-79-


